
板橋区住宅対策推進本部設置要綱 

 

 平成４年３月１８日  

区 長 決 定 

（設 置）  

第１条 板橋区の住宅対策を効果的に進めていくために、板橋区住宅対策推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 推進本部は、次に掲げる事項について調査検討し、審議する。  

(1) 板橋区における住宅対策の総合的な調整、実施に関すること。  

(2) その他区長が必要と認める事項  

（組 織）  

第３条 推進本部の構成員は、次のとおりとする。  

本部長  

副本部長  

本部員  

２ 本部長は、区長とする。  

３ 副本部長は、都市整備部を担任する副区長をもって充てる。  

４ 本部員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。  

（招 集）  

第４条 本部長は、必要に応じて本部員を招集し、会務を総理する。  

２ 本部長に事故あるときは、副本部長又は本部長の指名する者がその職務を代理す

る。  

３ 本部長は、必要に応じて、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。  

（庶 務）  

第５条 推進本部の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。  

（幹事会の設置） 

第６条 会議の円滑な運営を図るため、幹事会を設置する。 

（1）幹事会は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

（2）幹事会長（以下「会長」という。）は、都市整備部長とする。 

（3）幹事会副会長（以下「副会長」という。）は、都市整備部住宅政策課長とする。 

（4）会長は、幹事会の会務を総理する。 

（5）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（6）幹事会は、住宅対策推進本部会議に付議する事案について調査及び検討する。 

（7）幹事会の庶務は、都市整備部住宅政策課が処理する。 

（補 則）  



第７条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長

が、別に定める。  

付 則  

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

２ この要綱（一部改正）は、平成１５年４月１日から施行する。  

３ この要綱（一部改正）は、平成１９年４月１日から施行する。  

４ この要綱（一部改正）は、平成２０年４月１日から施行する。  

５ この要綱（一部改正）は、平成２７年７月１日から施行する。 

６ この要綱（一部改正）は、平成３０年４月１日から施行する。 

７ この要綱（一部改正）は、令和４年４月１日から施行する。 

８ この要綱（一部改正）は、令和５年５月１日から施行する。 

９ この要綱（一部改正）は、令和７年４月１日から施行する。 

10 この要綱（一部改正）は、令和８年４月１日から施行する。 



別 表１ 

板橋区住宅対策推進本部構成員 

本 部 員 都市整備部を担任する 

副区長以外の副区長 

技 監 

政 策 経 営 部 長 

総 務 部 長 

危 機 管 理 部 長 

区 民 文 化 部 長 

産 業 経 済 部 長 

健康生きがい部長  

福  祉  部  長 

子 ど も 家 庭 部 長 

資 源 環 境 部 長 

都 市 整 備 部 長 

まちづくり推進室長  

土  木  部  長 

 



別 表２  

幹事会構成員 

会 長 都 市 整 備 部 長  

副会長 都 市 整 備 部 住 宅 政 策 課 長  

会 員 

 

 

政 策 経 営 部 政 策 企 画 課 長  

総 務 部 総 務 課 長  

危 機 管 理 部 防 災 危 機 管 理 課 長  

区 民 文 化 部 地 域 振 興 課 長  

産 業 経 済 部 産 業 振 興 課 長 

健 康 生 き が い 部 高 齢 政 策 課 長 

健 康 生 き が い 部 生 涯 活 躍 推 進 課 長 

福 祉 部 福 祉 総 務 課 長 

福 祉 部 地 域 福 祉 連 携 課 長 

子 ど も 家 庭 部 子 ど も 政 策 課 長  

資 源 環 境 部 環 境 政 策 課 長  

都 市 整 備 部 都 市 計 画 課 長  

都 市 整 備 部 建 築 指 導 課 長  

都 市 整 備 部 建 築 安 全 課 長  

まちづくり推進室まちづくり調整課長  

土 木 部 み ど り と 公 園 課 長  

 

 

 


